




























 

 

 

 

勝浦市地域公共交通計画の変更について 
（変更箇所：赤枠内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１月 

勝浦市地域公共交通活性化協議会 
 

 

 

議題２ 



新旧対照表 

ページ 現行 変更案 

７５ 

５ 計画の目標及び実施事業 
 

（１）計画の目標 

   ３つの「地域公共交通の基本方針」を実現するため、達成すべき計画の目標を下記のとおり定め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画の目標及び実施事業 
 

（１）計画の目標 

   ３つの「地域公共交通の基本方針」を実現するため、達成すべき計画の目標を下記のとおり定め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標①：市内の移動支援の充実 

 路線バス、デマンドタクシー及びタクシーなど公共交

通や、これら公共交通を補完する高齢者タクシー利用料

助成事業等により、市内の移動支援を充実させ、交通弱

者等の移動手段の確保を目指す。 

【地域公共交通の基本方針】 【計画の目標】 

基本方針１ 
：広域アクセスや公共交通機関
同士の相互連携による利便性
の高い公共交通網の構築を目
指す 

基本方針２ 
：観光需要を考慮した誰もが利
用しやすい環境整備による公
共交通の利用促進を目指す 

目標②：移動ニーズに即した広域アクセスの強化 

 東京圏や近隣自治体へのアクセス強化や、市民ニー

ズが高い施設への移動支援の充実を図るよう、JR 外房

線や高速バス（安房小湊・御宿～東京線）、路線バスの

利便性向上により、勝浦市と市外を結ぶ広域交通網の

強化を目指す。 

目標③：利便性の高い公共交通環境の整備 

 各公共交通機関同士の連携に資するため、交通結節点

での乗り継ぎ円滑化のための機能向上を目指す。 

 また、誰もが安心・安全に移動できる環境の創出を目

指す。 

目標④ 

：観光施策と連携した移動支援及び利用促進 

 勝浦駅周辺等の観光地を連絡する新たな移動支援を

行うとともに、観光施設やイベントとの連携による、公

共交通の情報提供を充実させ、利用しやすい公共交通を

目指す。 

基本方針３ 
：多様な主体との連携によるま
ちづくりと一体となった持続
可能な公共交通を目指す 

目標⑤：地域全体で支える公共交通の構築 

 地域資源の総動員により、多様な主体との連携を図り

ながら、公共交通の維持・確保に関する市民意識の醸成

や、公共交通サービスの担い手確保など地域で支える持

続可能な公共交通網の構築を目指す。 

目標①：市内の移動支援の充実 

 路線バス、デマンドタクシー及びタクシーなど公共交

通や、これら公共交通を補完する高齢者タクシー利用料

助成事業等により、市内の移動支援を充実させ、交通弱

者等の移動手段の確保を目指す。 

【地域公共交通の基本方針】 【計画の目標】 

基本方針１ 
：広域アクセスや公共交通機関
同士の相互連携による利便性
の高い公共交通網の構築を目
指す 

基本方針２ 
：観光需要を考慮した誰もが利
用しやすい環境整備による公
共交通の利用促進を目指す 

目標②：移動ニーズに即した広域アクセスの強化 

 東京圏や近隣自治体へのアクセス強化や、市民ニー

ズが高い施設への移動支援の充実を図るよう、JR 外房

線や高速バス（安房小湊・御宿～東京線）、路線バスの

利便性向上により、勝浦市と市外を結ぶ広域交通網の

強化を目指す。 

目標③：利便性の高い公共交通環境の整備 

 各公共交通機関同士の連携に資するため、交通結節点

での乗り継ぎ円滑化のための機能向上を目指す。 

 また、誰もが安心・安全に移動できる環境の創出を目

指す。 

目標④ 

：観光施策と連携した移動支援及び利用促進 

 勝浦駅周辺等の観光地を連絡する新たな移動支援を

行うとともに、観光施設やイベントとの連携による、公

共交通の情報提供を充実させ、利用しやすい公共交通を

目指す。 

基本方針３ 
：多様な主体との連携によるま
ちづくりと一体となった持続
可能な公共交通を目指す 

目標⑤：地域全体で支える公共交通の構築 

 地域資源の総動員により、多様な主体との連携を図り

ながら、公共交通の維持・確保に関する市民意識の醸成

や、公共交通サービスの担い手確保などに加え、新たな

移動手段の導入について検討を図り、地域で支える持続

可能な公共交通網の構築を目指す。 



ページ 現行 変更案 

７６ 

（２）実施事業 

   ５つの「計画の目標」の実現に向けて、下記のとおり事業を実施する。 

 

 

 

（２）実施事業 

   ５つの「計画の目標」の実現に向けて、下記のとおり事業を実施する。 

 

鉄
道

バ
ス

タ
ク
シ
ー

○ ○ ○

タクシーの利用促進 ○ ○

高齢者タクシー利用
料助成事業の見直し

○ ○

JR外房線の利用促進 ○ ○ ○

通勤・通学者を対象
として鉄道利用支援

○ ○

○ ○

路線バスの維持・再
編

○ ○ ○

通学者を対象とした
路線バス利用支援

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ 〇 〇

割引サービス・企画
切符などの導入

○ ○ ○ ○ 〇

おでかけモデルプラ
ンの作成

○ ○ ○ ○ ○

観光周遊バス等の運
行の検討

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

路線バスの乗り方教
室の開催

○ ○ ○

モビリティマネジメ
ント活動の展開

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

基本方針

実施時期(年度)

勝
浦
市

千
葉
県

交通事業者

地
域

関
係
団
体
・
企
業

近
隣
市
町

令
和
５
年

令
和
６
年

令
和
７
年

令
和
８
年

目標 事業

実施主体

【12】意識啓発を促す
利用促進活動の展開

①市内の移動支
援の充実

【１】デマンドタクシーの運行サービス見
直し

【６】亀田総合病院(鴨川市)へのアクセス
検討

②移動ニーズに
即した広域アク
セスの強化

【10】ＩＣＴを活用した効率性及び利便性
の向上

【７】交通結節点の機能強化

【８】利用しやすい車両の導入促進

⑤地域全体で支
える公共交通の

構築

④観光施策と
連携した移動
支援及び利用

促進

1 広域アクセスや
公共交通機関同士
の相互連携による
利便性の高い公共
交通網の構築を目
指す

③利便性の高い
公共交通環境の
整備

【事業13】運転手の確保策の実施

【11】分かりやすい運行情報の提供

【２】タクシーの利用
促進

【３】JR外房線の利用
促進

【４】高速バスの利便性向上

【５】路線バスの維持

【９】観光施設等との
連携サービスの導入

3 多様な主体との
連携によるまちづ
くりと一体となっ
た持続可能な公共

交通を目指す

2 観光需要を考
慮した誰もが利
用しやすい環境
整備による公共
交通の利用促進

を目指す

イベント開催・周知ＰＲ

プラン
周知ＰＲ

検討・
実施

検討、協議・調整、実施

検討、協議・調整、実施

検討、実施

検討、協議・調整、実施

検討、

協議・調整

フィーダー補助の活用

企画検討 実施

準備

検討、協議・調整、実施

更新検討・順次導入

検討、協議・調整、実施

検討・協議・実施

検討・協議・実施

検討・協議・実施

検討、協議・調整、実施

検討、協議・調整、実施

検討、協議・調整、実施

検討・作成

実施

鉄
道

バ
ス

タ
ク
シ
ー

○ ○ ○

タクシーの利用促進 ○ ○

高齢者タクシー利用
料助成事業の見直し

○ ○

JR外房線の利用促進 ○ ○ ○

通勤・通学者を対象
として鉄道利用支援

○ ○

○ ○

路線バスの維持・再
編

○ ○ ○

通学者を対象とした
路線バス利用支援

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ 〇 〇

割引サービス・企画
切符などの導入

○ ○ ○ ○ 〇

おでかけモデルプラ
ンの作成

○ ○ ○ ○ ○

観光周遊バス等の運
行の検討

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

路線バスの乗り方教
室の開催

○ ○ ○

モビリティマネジメ
ント活動の展開

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○【14】新たな移動手段の検討

3 多様な主体との
連携によるまちづ
くりと一体となっ
た持続可能な公共

交通を目指す

⑤地域全体で支
える公共交通の

構築

基本方針

実施時期(年度)

勝
浦
市

千
葉
県

交通事業者

地
域

関
係
団
体
・
企
業

近
隣
市
町

令
和
５
年

令
和
６
年

令
和
７
年

令
和
８
年

目標 事業

実施主体

【10】ＩＣＴを活用した効率性及び利便性
の向上

【７】交通結節点の機能強化

【８】利用しやすい車両の導入促進

④観光施策と
連携した移動
支援及び利用

促進

1 広域アクセスや
公共交通機関同士
の相互連携による
利便性の高い公共
交通網の構築を目
指す

③利便性の高い
公共交通環境の
整備

【13】運転手の確保策の実施

【11】分かりやすい運行情報の提供

【２】タクシーの利用
促進

【３】ＪＲ外房線の利
用促進

【４】高速バスの利便性向上

【５】路線バスの維持

【９】観光施設等との
連携サービスの導入2 観光需要を考

慮した誰もが利
用しやすい環境
整備による公共
交通の利用促進

を目指す

【12】意識啓発を促す
利用促進活動の展開

①市内の移動支
援の充実

【１】デマンドタクシーの運行サービス見
直し

【６】亀田総合病院(鴨川市)へのアクセス
検討

②移動ニーズに
即した広域アク
セスの強化

イベント開催・周知ＰＲ

プラン
周知ＰＲ

検討・
実施

検討、協議・調整、実施

検討、協議・調整、実施

検討、実施

検討、協議・調整、実施

検討、

協議・調整

フィーダー補助の活用

企画検討 実施

準備

検討、協議・調整、実施

更新検討・順次導入

検討、協議・調整、実施

検討・協議・実施

検討・協議・実施

検討・協議・実施

検討、協議・調整、実施

検討、協議・調整、実施

検討、協議・調整、実施

検討・作成

実施

準備

検討
検討協議・実証

実験・本格運行

検討協議

実証実験



ページ 現行 変更案 

８４ 

 

 

  ①事業概要 

   今後もバス・タクシーのサービスを維持・確保していく上で、運転手の確保は必要不可欠である。 

   バス・タクシー事業者では、ホームページなどで運転手の求人を継続的に求めているものの、運転

手確保に苦慮している状況のため、市広報誌への求人情報の掲載や、各種イベントへの参加など、運

転手の確保策を検討し、実施する。 

  ②実施主体：バス・タクシー事業者、勝浦市 

  ③実施時期 

事業 実施項目 
実施時期（年度） 

令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 

運転手の確保策の実施 検討・協議・調整・実施 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ①事業概要 

   今後もバス・タクシーのサービスを維持・確保していく上で、運転手の確保は必要不可欠である。 

   バス・タクシー事業者では、ホームページなどで運転手の求人を継続的に求めているものの、運転

手確保に苦慮している状況のため、市広報誌への求人情報の掲載や、各種イベントへの参加など、運

転手の確保策を検討し、実施する。 

  ②実施主体：バス・タクシー事業者、勝浦市 

  ③実施時期 

事業 実施項目 
実施時期（年度） 

令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 

運転手の確保策の実施 検討・協議・調整・実施 
    

   

 

 

  ①事業概要 

   バス・タクシーのサービスは暮らしの基盤サービスとして最大限活用することが重要である。しか

しながら、現状として通院や買い物などの移動手段に困っているという住民の利便性を向上させる

ため、既存公共交通サービスを補うために、自家用有償旅客運送等の新たな移動手段について、地域

住民や交通事業者を始めとした多様な主体との連携・協働を図りながら検討する。 

  ②実施主体：勝浦市、交通事業者、NPO 法人、地域 

  ③実施時期 

事業 実施項目 
実施時期（年度） 

令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 

自家用有償旅客運送等の検討 

検討     

検討・協議・実証実験     

検討・協議・実証実験・本格運行     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業 13】運転手の確保策の実施 【事業 13】運転手の確保策の実施 

【事業 14】新たな移動手段の検討 



自家用有償旅客運送制度を活用したマイカー相乗りによる共助型公共交通

本資料では、松野・中倉・市野川・蟹田での運行を例示
（総野地区を３地域程度に分割することを想定）

①市野川

②中倉

③勝浦診療所
④総野郵便局

⑤総野集会所

⑥勝浦駅

⑦塩田病院

⑧ベイシア

⑨市役所

公共交通が不便な地域と市街地を結ぶ運行

■乗降場所や運行時間は地域で協議し決定

■予約がない場合は運行せず

※ドライバーは自分の都合で外出可

■利用者はスマホまたは電話にて予約

■ドライバーは運行前に体調確認

（協力事業者による確認）

公共交通が不便な地域

市街地

■１乗車あたりの運賃（案）

運賃 ５００円

市街地●●地区

乗っかる乗っかる

※前日までの予約が必要

ドライバーの

外出予定に合わせた

マイカー移動

運行サービスのイベージ

※参考にした取組富山県朝日町「ノッカル朝日町」

参考資料①
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自
家
用
有
償
旅
客
運
送

バ
ス
・タ
ク
シ
ー
事
業
者
の
サ
ー
ビ
ス
提
供

が
困
難
な
地
域

に
お

い
て

、地
域
住
民
、

観
光
旅
客
そ
の
他
の
来
訪
者

の
運

送
を

行
うも

の

「路
線

」又
は

「区
域

」を
設

定
乗

車
定

員
規

定
な

し

交
通
空
白
地
有
償
運
送

（
住
民
等
の
た
め
の
「自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」）

福
祉
有
償
運
送

（
身
体
障
害
者
等
の
た
め
の
「自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」）

タ
ク
シ
ー
そ
の
他
の
公
共
交
通
機
関
を
利

用
す
る
こと
が
困
難
な
身
体
障
害
者
等
で

あ
って
、市
町
村
に
会
員
登
録
を
行
った

者
等

の
輸

送
を

行
うも

の

原
則

とし
て

ドア
・ツ

ー
・ド

ア
の

個
別

輸
送

サ
ー

ビス
（

「区
域

」を
設

定
）

乗
車

定
員

１
１

人
未

満

バ
ス
・タ
ク
シ
ー
事
業
が
成
り立
た
な
い
場
合

で
あ

って
、地

域
に

お
け

る
輸

送
手

段
の

確
保

が
必

要
な

場
合

に
、必

要
な

安
全

上
の

措
置

を
とっ

た
上

で
、市

町
村

や
NP

O
 法

人
等

が
、自
家
用
車
を
用
い
て
有
償
（
※
）
で
提
供
す
る
運
送
サ
ー
ビ
ス

で
す

。
（

※
）

旅
客

か
ら収

受
す

る
対

価
は
営
利
を
目
的
とし
な
い
妥
当
な
範
囲
内

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
とは

（
道

路
運

送
法

）
第

七
十

八
条

自
家

用
自

動
車

（
事

業
用

自
動

車
以

外
の

自
動

車
を

い
う。

以
下

同
じ。

）
は

、次
に

掲
げ

る
場

合
を

除
き

、有
償

で
運

送
の

用
に

供
して

は
な

らな
い

。
一

災
害

の
た

め
緊

急
を

要
す

る
とき

。
二

市
町

村
（

特
別

区
を

含
む

。）
、特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
（

平
成

十
年

法
律

第
七

号
）

第
二

条
第

二
項

に
規

定
す

る
特

定
非

営
利

活
動

法
人

その
他

国
土

交
通

省
令

で
定

め
る

者
が

、次
条
の
規
定
に
よ
り地
域
住
民
又
は
観
光
旅
客
そ
の
他
の
当
該
地
域
を
来
訪
す
る
者
の
運
送
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

旅
客
の
運
送
（
以
下
「自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」と
い
う。
）
を
行
うと
き

。
三

公
共

の
福

祉
を

確
保

す
る

た
め

や
む

を
得

な
い

場
合

に
お

い
て

、国
土

交
通

大
臣

の
許

可
を

受
け

て
地

域
又

は
期

間
を

限
定

して
運

送
の

用
に

供
す

る
とき

。

第
七

十
九

条
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
を
行
お
うと
す
る
者
は
、国
土
交
通
大
臣
の
行
う登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
らな
い

。

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
種
類



■期間 

９/１９（木）～１０/７（月）正午

■方法 

右記QRコードのフォーム

よりお申込み下さい。

※参加の可否は10月上旬頃
　にメールにて通知いたします。

■問合せ先

（主催）勝浦市役所　企画課　政策推進係

（企画・運営）ランドブレイン株式会社 都市政策グループ（担当：佐久間）

土
バスや電車をより身近に感じ、

公共交通を生活に取り入れていきましょう。

第１回  １０/１９

第２回  １１/２３

対　象

勝浦市内の小学１～６年生とそのご家族

参加費

参加費はありませんが、交通費及び昼食代は

ご自身でご負担ください。

※交通費　（大人）1,320円（子ども）670円
※昼食はいすみ鉄道のお弁当（１人約1,000円前後）を事前
　希望制でご用意します。

各回　５組１０人程度

※定員を超えるお申込みがあった場合、
　抽選で参加者を決定します。

お申込み方法

0470-73-6654

03-3263-9386

ツアー行程

定　員

※天候等により、一部行程に変更の可能性がございます。
※車でお越しの場合は、墨名市営駐車場をご利用下さい。

　　８：３０　勝浦駅集合

　JR東日本　乗り方教室＆駅員体験　等

　　９：４５　勝浦駅発
　　９：５９　大原駅着
　１０：２８　大原駅発
　１０：５９　大多喜駅着
　
　いすみ鉄道　
　乗り方教室＆犬釘打ち（※）体験　等
　※レールを固定するための大きな釘を打ち込みます。

　
　１２：１０　昼食
　
　小湊鉄道
　乗り方教室＆運転手体験・洗車体験　等
　
　１４：２５　大多喜車庫バス停

　１４：５８　勝浦駅着　
　１５：３０　振り返り・解散

普段できない特別な体験ができます‼

　　勝浦市地域公共交通
　　お出かけツアー

　　　参加者募集‼
鉄道とバスを乗り継いで行く！公共交通の大冒険！

いぬくぎうち

Administrator
②



13:30 開会（セミナーの趣旨説明）

13:35 勝浦市地域公共交通計画の紹介

13:45 講演 「公共交通のメリット・デメリット/公共交通のトレンド」

〈講演者〉日本大学理工学部交通システム工学科 特任教授 藤井敬宏氏

14:15 講演「マイカー公共交通“ノッカル”の取り組み」

〈講演者〉株式会社博報堂

14:45 質疑応答・意見交換

15:00 閉会・参加者アンケート

15:15 終了

勝浦市モビリティ・マネジメント

に関するセミナーを開催！

今後、公共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段（モビリティ）を上手に
利用していけるように取組む必要があります。
この度、市民や市内事業者等を対象にしたモビリティ・マネジメントに関す
るセミナーを実施します！是非ご参加ください‼

プログラム（予定）

勝浦市役所４階大会議室

（千葉県勝浦市新官1343-1）

2025年２月17日
13:30～15:15（受付開始13:00）

開催日程 開催場所

月

参加のお申込みについて

【問い合わせ先】

（主催）千葉県勝浦市 企画課 政策推進係 0470-73-6654

（企画・運営）ランドブレイン株式会社 都市政策グループ（担当：佐久間） 03-3263-9386

【受付期間】 ２０２５年２月１２日（水）正午まで

【対 象】 勝浦市民、勝浦市内事業者

【申込方法】 下記URLまたは右記QRコードのお申込みフォーム

より必要事項を入力の上、お申込みください。

https://forms.gle/47PZFL7irLZNZRtt8

※お電話でのお申込みも受け付けます。

たくさんのご参加
お待ちしています‼

～セミナーの参加者を募集します！～

https://forms.gle/47PZFL7irLZNZRtt8


デマンドタクシー運行実績
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１月当たりの乗車人数（棒グラフ・左目盛り） １日当たりの乗車人数（折線グラフ・右目盛り）

令和３年１０月：興津西地区を追加

令和６年１０月：部原地区・御宿町を追加

令和4年度

13.1人/日

令和5年度

14.4人/日

令和6年度(4～9月）

15.4人/日

令和6年度
(10～12月）

21.7人/日

Administrator
③


